


＜刊行にあたって〉

『警視庁統計書』の史料的位骰
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戦前日本の警察は、 世界でも稀な極度の中央集権性を特徴とし、 行政警察中心主義に

立脚して、 衛生・風俗 ・ 営業など、 広範囲にわたる膨大な権限を掌握していた。 こうし

た警察機構のなかにあって、 さらに独特の位置を占めたのは、 中央集権国家の首都＝東

京の警察、 すなわち警視庁であった。 明治7 (1874)年1月設置の警視庁は、 東京府から

独立し、 政府・内務省に直属して、 権力の拠点＝首都の治安維持にあたった。

ここに復刻刊行する『警視庁統計書』は、 この警視庁の年次統計書である。 刊行期間

は明治26 (1893)年度から昭和20 (1945)年度までの都合53年間にわたるが、 今回はこ

れにその前身の明治24年度と25年度の 『警視庁事務成績』を加え、 通算55年間分を同 一

書名のもとに刊行する。 これは、 帝国議会の開設（明治23年11月） から、 アジア太平洋

戦争の敗戦（昭和20年8月）に至る期間にあたり、 まさしく大H本帝国憲法体制のもとで

フル稼働した警視庁の全生涯に対応している。総ペ ー ジ数は優に2万ペ ー ジを越え、 その

なかには、 警視庁そのものの機構・内部構造を示す資料とともに、 膨大な各種統計が凝

集されている。

統計書の内容には時期によって相違がみられるものの、 基本的には、 ①組織・官吏．

任免・服務・賞罰・会計などの機構・人事関係、 ②集会・銃砲・狩猟•新聞雑誌などの
「保安」、 ③伝染病・精神病・娼妓·屠獣・牛乳・製氷・火葬などの 「衛生」、 ④自殺·

殺傷・事故 ・ 火災関係、 ⑤汽罐汽機使用、 ガス ・ 電気・石油機関設駕の 「工場」 と、 「職

工」 の労働時間 ・ 賃金・年齢、 ⑥質屋・古物商・宿屋・雇人口入営業・湯屋などの 「営

業」、 ⑦劇場•寄席・観物場·遊技場、 貸座敷・娼妓・遊客・密売淫などの 「風俗」、 ⑧

人力車・馬車·鉄道などの 「交通」、 ⑨犯罪、 から構成されている。

この統計書が警察研究・内務行政研究の基本史料であることはもちろんであるが、 そ

れ以上に重要なのは、 警察の広範な活動領域に対応して、 この統計書を活用し得る研究

領域がすこぶる広いということである。 警察は民衆生活に最も密着した権力機構である

がゆえに、 社会史•生活史研究に対して不可欠な情報を提供する。 とくに近年活発な病

と衛生の歴史的研究や、 文化史・芸能史・女性史·労働史 ・ 営業史・交通史など、 さま

ざまな研究領域を強力にバック・アップするであろう。 しかも、 東京は世界有数の巨大

都市であるがゆえに、 都市研究・都市史研究の格好の索材となるに違いない。

警察活動は甚本的にはさまざまな社会矛盾の所在に対応しており、 したがって警察統

計には社会の陰画が数量的に焼き付けられている。 ここに収められた各種統計を駆使す

ることによって、 警察によって捕捉された社会の実相が数量的に浮かぴ上がり、 H本近

代社会像がいっそう鮮明なものとなっていくことに期待したい。
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警視庁は首都の治安 をまもる必要からとくに設けられた機関で、 予算の点を除けば、 東京府

行政とは全く別の組織であった。 その管掌事項については他の府県警察部と差はなかったが、

その規模とその持つ政治的意味は、 他の府県警察部に比してきわめて重大である。 警視庁の長

官である警視総監の官制上の地位は、 他の府県警察部長と同じく内務省の一地方官ではあった

が、 その警察内部で占める地位はいうまでもなく、 その政治上の位置の重要性は内務省官吏の

中でも特別なものがあった。 1906年（明治39)勅令第79号によって警視庁官制が改正されるまで

は、 警視総監は、 高等警察業務については内務大臣だけでなく内閣総理大臣の指揮監督をうけ

たし、 明治末年までは閣議にも出席していた、と考えられている。 警視庁官制改正後も、 実際に

は、 この特別の地位に変化はなく、 その後も首相はじめ主要閣僚に面会して意見を述べたり、

国内情勢を報告したりすることが、 警視総監の仕事の一つであった、 といわれている（伊藤隆監

修・百瀬孝著 『事典昭和戦前期の日本 制度と実態』吉川弘文館）。 このようなことから考えると、 警視庁

は、 日本の警察行政の中核であった、 といっても過言ではない。 警視庁の統計書には、 当時の

社会的動静を数醤的に把握・検討できる有効な資料が豊富に収められている。

この度、 このような 『警視庁統計書』が、 1891年（明治24)から1945年（昭和20)の、 戦前日本

の研究に重要な時期にわたって刊行されることは、 学界に神益するところきわめて大きい。 監

修・解説者は、 警察史の研究に貴重な業績を挙げてこられた大日方純夫氏である。 もっとも適

切な監修・解説者の一 人といえよう。 法学・政治学・社会学・歴史学・経済学などの研究者だ
けでなく、 広く江湖に推奨したい。
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“
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近代日本の歴史のなかで、 人びとが抱いてきた

“
警察像

”
はさまざまである。 いわゆる身近

な 「駐在のおまわりさん」を思い出す場合もあれば、 社会主義の思想や運動の取締りに関係し

た特高警察などを連想する場合もないではないであろう。 そこには、 多様な見方が投影されて

いたし、 また替察が民衆のくらしにどう関わってきたか、 その諸側面がそこに象徴されている。

そして、 その背景には日本の警察制度が主として行政警察と司法警察として機能しながら、 民

衆生活のなかに深く根をおろしてきた歩みがある。 実際、 警察の管轄領域は広く、 犯罪・公安・

産業 ・ 公害・衛生 ・ 風俗・交通・労働・貧民その他、 民衆生活の全般にわたり、 いわば
“
権力

”

が掌捏してきた情報の量は細密で膨大である。 しかし、 これまで研究者は、 そうした情報の宝

庫には関じを払わず、 あまり利用しないままできた。 そうした研究の現状にあって、 このほど

警察統計が復刻されることになった。 こうした史料は、 まず警察史の分野で不可欠であること

はいうまでもない。 かつて箪者もその一部を利用したことがあるが、 その史料としての性格か

ら、 民衆の生活史や社会問題・都市問題の分析にも役に立つ。 そうしたささやかな経験からし

て、 今回刊行の 『警視庁統計書』は、 いわば民衆生活の裏側を映しだす
“
合わせ鏡

”
のような

もので、 それを座右に置いて、 自由に利用出来る時代が到米したことを心から喜んでいる。
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